
 
鳥 取県東 部広域 行政管 理組 合 

 

 

 

 

 

日 時  令和５年１月２３日（月）１０：００～１２：００ 

場 所  鳥取県東部広域行政管理組合事務局 分庁舎会議室 

― 日 程 ― 

【１】開  会 

 

【２】管理者あいさつ 

 

【３】議  事 

［１］議会定例会（令和５年２月６日招集予定）提出議案 

   １ 令和４年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第２号） 

    ≪議案第１号≫（案） ·············································· 1 

   ２ 令和４年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費特別 

    会計補正予算（第１号）≪議案第２号≫（案） ························ 8 

３ 令和５年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算 

≪議案第３号≫（案） ············································· 10 

４ 令和５年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費特別 

会計予算≪議案第４号≫（案） ····································· 22 

   ５ 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の一部改正について 

 ≪議案第５号≫（案） ············································· 24 

   ６ 鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の全部改正について 

≪議案第６号≫（案） ············································· 27 

   ７ 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の 

一部改正について≪議案第７号≫（案） ····························· 33 

     ８ 鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を 

改正する等の条例の制定について≪議案第８号≫（案） ··············· 36 

   ９ 鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の選任について 

≪議案第９号≫（案） ············································· 40 

［２］その他 

１ 鳥インフルエンザに係る鶏焼却処分について ······················ 資料 6 

   ２ 可燃物処理施設建設工事の進捗状況について ······················ 資料 7 

３ 消防庁舎整備事業の進捗状況について ···························· 資料 8 

 

【４】そ の 他 

［１］今後の行事予定について ············································· 41                                                 

［２］その他 

 

【５】閉  会 

鳥取県東部広域行政管理組合 

令和４年度 第３回正副管理者会議 



令和４年度 第３回正副管理者会議出席者 

 

[ 正副管理者 ] 

職 名 氏 名 

管理者  鳥取市長 深 澤 義 彦  

副管理者 岩美町長 長 戸  清 

副管理者 智頭町長 金 兒 英 夫 

副管理者 若桜町長 上 川 元 張 

副管理者 八頭町長 𠮷 田 英 人 

副管理者 鳥取市副市長 羽 場 恭 一 

 

[ 鳥取県東部広域行政管理組合 ] 

局 職 名 氏 名 

事 務 局 

事務局長 遠 藤  全 

次長兼総務課長 小清水輝彦 

総務課長補佐兼庶務係長 中 本  恵 

総務課主査 木原真紀子 

福祉環境課長 坂 本 清 美 

福祉環境課長補佐兼環境管理係長 有 田 清 則 

福祉環境課主査兼福祉審査係長 表  恵 子 

施設建設課長 前 田 武 彦 

施設建設課長補佐 瀬 村 義 浩 

消 防 局 

消防局長 田 住  浩 

次長兼鳥取消防署長 西 尾 昭 彦 

消防総務課長補佐 大 坪 憲 司 

警防課長 森  寛 之 

情報指令課長 吉 田  正 

予防課長 平 田 英 雄 

 



【３】議  事 

［１］議会定例会（令和５年２月６日招集）予定提出議案 

１ 令和４年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第２号） 

≪議案第１号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出補正総額 

 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

7,098,962千円 15,974千円 7,114,936千円 

 

ア 歳入補正額の主な内容 

○ 市町負担金の減 ······································ △132,511千円 

○ 再生資源有価物売払収入の増 ····························· 55,886千円 

○ 基金繰入金の増（退職手当金積立基金） ··················· 20,080千円 

○ 前年度繰越金の増 ······································· 65,109千円 

○ 雑入の増（鳥インフルエンザ焼却処分業務委託料） ········· 12,830千円 

○ 組合債の減 ··········································· △19,800千円 

 

イ 歳出補正額の主な内容 

○ 鳥インフルエンザ焼却処分業務委託費の増 ················· 12,830千円 

○ 給与改定・早期退職等に伴う職員給与費の増 ··············· 42,952千円 

○ 智頭・用瀬・若桜出張所新築工事等関連経費の減 ········· △39,156千円 
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⑵ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                               （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 分担金及び負担金 5,420,391 △ 132,511 5,287,880 

２ 使用料及び手数料 278,470 963 279,433 

３ 国 庫 支 出 金 667,831 0 667,831 

４ 県 支 出 金 4,600 △ 426 4,174 

５ 財 産 収 入 51,938 55,976 107,914 

７ 繰 入 金 242,416 20,080 262,496 

８ 繰 越 金 500 65,109 65,609 

９ 諸 収 入 60,216 26,583 86,799 

10 組 合 債 372,600 △ 19,800 352,800 

歳 入 合 計 7,098,962 15,974 7,114,936 

 

［ 歳 出 ］                            （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 議 会 費 2,301 △ 951 1,350 

２ 総 務 費 95,534 1,216 96,750 

３ 民 生 費 65,387 △ 1,113 64,274 

４ 衛 生 費 3,359,111 11,027 3,370,138 

５ 消 防 費 3,148,319 △ 148 3,148,171 

６ 公 債 費 425,310 5,943 431,253 

７ 予 備 費 3,000 0 3,000 

歳 出 合 計 7,098,962 15,974 7,114,936 
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9
4

8
3
,9

1
6

給
与

改
定

等
に

伴
う

職
員

給
与

費
の

増

事
務

事
業

の
確

定
に

伴
う

経
費

の
減

（
水

処
理

用
薬

品
費

）

給
与

改
定

等
に

伴
う

職
員

給
与

費
の

増
事

務
事

業
の

確
定

に
伴

う
経

費
の

増
（鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
焼

却
処

分
経

費
等

）
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歳
入

区
分

補
正

前
の

額
補

正
額

補
正

後
の

額
補

正
後

対
補

正
前

比
（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

歳
出

区
分

歳
出

項
目

補
正

前
補

正
額

財
源

内
訳

5
消

　
防

　
費

3,
14

8,
31

9
△

 1
48

3,
14

8,
17

1
△

 0
.1

1
消

防
総

務
費

2
,5

7
5
,9

8
8

4
3
,8

8
7

2
,6

1
9
,8

7
5

1
.7

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

普
通

負
担

金
2
,3

6
0
,0

1
3

△
 3

,0
6
6

2
,3

5
6
,9

4
7

（
1
）

2
,3

1
5
,6

2
9

4
0
,7

4
4

2
,3

5
6
,3

7
3

特
別

負
担

金
1
0
2
,0

0
0

0
1
0
2
,0

0
0

（
2
）

1
5
8
,3

5
6

3
,0

5
3

1
6
1
,4

0
9

消
防

手
数

料
2
5
4

△
 2

5
4

0
（
3
）

基
金

積
立

金
の

増
1
0
2
,0

0
3

9
0

1
0
2
,0

9
3

消
防

費
県

補
助

金
2
,9

4
1

0
2
,9

4
1

利
子

及
び

配
当

金
3

9
0

9
3

退
職

手
当

金
積

立
1
1
0
,3

8
6

2
0
,0

8
0

1
3
0
,4

6
6

基
金

繰
入

金
前

年
度

繰
越

金
0

2
6
,0

0
4

2
6
,0

0
4

雑
入

3
9
1

1
,0

3
3

1
,4

2
4

2
予

　
防

　
費

3
,5

8
9

△
 5

1
3
,5

3
8

△
 1

.4

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

普
通

負
担

金
0

1
1
5

1
1
5

（
1
）

2
,1

7
4

5
1

2
,2

2
5

消
防

手
数

料
2
,3

6
3

2
5
4

2
,6

1
7

（
2
）

1
,4

1
5

△
 1

0
2

1
,3

1
3

消
防

費
県

補
助

金
1
,2

2
6

△
 4

2
0

8
0
6

4
警

　
防

　
費

3
8
,6

6
2

6
6
0

3
9
,3

2
2

1
.7

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

普
通

負
担

金
3
8
,6

6
2

6
6
0

3
9
,3

2
2

（
1
）

3
8
,6

6
2

6
6
0

3
9
,3

2
2

5
消

防
施

設
費

5
2
9
,6

5
2

△
 4

4
,6

4
4

4
8
5
,0

0
8

△
 8

.4

＜
主

な
補

正
要

素
内

容
＞

普
通

負
担

金
1
0
1
,7

8
4

7
1
1

1
0
2
,4

9
5

（
1
）

5
2
9
,6

5
2

△
 4

4
,6

4
4

4
8
5
,0

0
8

特
別

負
担

金
1
0
0
,3

5
8

△
 2

7
,1

5
5

7
3
,2

0
3

物
品

売
払

収
入

9
1
0

0
9
1
0

消
防

施
設

等
整

備
3
2
6
,6

0
0

△
 1

8
,2

0
0

3
0
8
,4

0
0

事
業

債

6
公

　
債

　
費

42
5,

31
0

5,
94

3
43

1,
25

3
1.

4

1
元

　
　

　
金

4
1
5
,3

6
0

6
,9

2
2

4
2
2
,2

8
2

1
.7

＜
主

な
補

正
要

素
内

容
＞

普
通

負
担

金
8
2
,3

6
0

△
 2

,0
9
9

8
0
,2

6
1

（
1
）

4
1
5
,3

6
0

6
,9

2
2

4
2
2
,2

8
2

特
別

負
担

金
3
3
6
,1

2
6

8
,0

4
2

3
4
4
,1

6
8

火
葬

場
用

地
使

用
料

6
4

0
6
4

2
利

　
　

　
子

9
,9

5
0

△
 9

7
9

8
,9

7
1

△
 9

.8
不

燃
物

処
分

場
用

地
使

用
料

2
3
5

0
2
3
5

＜
主

な
補

正
要

素
内

容
＞

浄
苑

用
地

等
使

用
料

1
1
1

0
1
1
1

（
1
）

Ｒ
３

年
度

債
借

入
利

率
確

定
に

伴
う

減
8
,9

5
0

△
 3

7
9

8
,5

7
1

可
燃

物
処

理
施

設
用

地
使

用
料

4
0

4
（
2
）

一
時

借
入

金
利

子
の

減
1
,0

0
0

△
 6

0
0

4
0
0

消
防

用
地

使
用

料
3
,4

9
9

0
3
,4

9
9

土
地

貸
付

収
入

2
,9

1
1

0
2
,9

1
1

7,
09

8,
96

2
15

,9
74

7,
11

4,
93

6
0.

2
7
,0

9
8
,9

6
2

1
5
,9

7
4

7
,1

1
4
,9

3
6

歳
　

　
出

　
　

合
　

　
計

事
務

事
業

の
確

定
に

伴
う

経
費

の
増

（
電

気
料

金
等

）

事
務

事
業

の
確

定
に

伴
う

経
費

の
増

（
空

気
・
酸

素
ボ

ン
ベ

容
器

検
査

料
）

事
務

事
業

の
確

定
に

伴
う

経
費

の
増

（
消

防
施

設
等

整
備

事
業

債
）

給
与

改
定

・
早

期
退

職
等

に
伴

う
職

員
給

与
費

の
増

(早
期

１
名

、
中

途
１

名
)

事
務

事
業

の
確

定
に

伴
う

経
費

の
減

（
智

頭
・用

瀬
・
若

桜
出

張
所

新
築

工
事

等
）

事
務

事
業

の
確

定
に

伴
う

経
費

の
減

（
旅

費
）

給
与

改
定

に
伴

う
職

員
給

与
費

の
増

5



（
４
）
令
和
４
年
度
普
通
負
担
金
（
対
補
正
前
比
較
）

運
営

費
介

護
認

定
審

査
費

障
害

者
総

合
支

援
審

査
費

休
日

急
患

歯
科

診
療

費
火

葬
場

費
不

燃
物

処
理

費
不

燃
物

処
理

場
跡

地
利

用
施

設
費

し
尿

処
理

費
集

落
排

水
処

理
費

可
燃

物
処

理
費

消
防

費
合

計

鳥
取

市
補

正
後

5
7
,
5
3
9

4
1
,
8
1
2

3
,
0
5
5

1
,
9
6
1

3
0
,
6
0
7

3
1
4
,
5
3
8

1
0
,
7
1
7

1
7
1
,
5
0
5

6
4
,
0
7
4

1
,
1
4
9
,
6
1
1

1
,
9
6
4
,
4
2
6

3
,
8
0
9
,
8
4
5

補
正

前
6
1
,
8
9
1

4
5
,
3
0
1

3
,
0
9
4

1
,
4
6
7

3
0
,
5
9
5

3
7
6
,
5
4
0

1
0
,
7
3
9

1
7
8
,
2
1
1

6
3
,
9
9
7

1
,
1
6
6
,
1
2
0

1
,
9
8
0
,
6
8
7

3
,
9
1
8
,
6
4
2

比
較

(後
)
－
(
前

)
△
 
4
,
3
5
2

△
 
3
,
4
8
9

△
 
3
9

4
9
4

1
2

△
 
6
2
,
0
0
2

△
 
2
2

△
 
6
,
7
0
6

7
7

△
 
1
6
,
5
0
9

△
 
1
6
,
2
6
1

△
 
1
0
8
,
7
9
7

岩
美

町
補

正
後

4
,
1
5
4

3
,
2
4
4

3
8
7

1
0
6

1
,
8
1
0

2
0
,
0
9
4

6
1
4

2
8
,
6
5
7

3
,
8
0
5

5
7
,
9
6
2

1
5
4
,
3
9
1

2
7
5
,
2
2
4

補
正

前
4
,
3
6
3

3
,
5
1
4

3
9
3

7
9

1
,
8
0
9

2
4
,
0
7
5

6
1
5

2
9
,
8
0
1

3
,
8
0
2

5
8
,
7
9
5

1
4
8
,
9
3
1

2
7
6
,
1
7
7

比
較

(後
)
－
(
前

)
△
 
2
0
9

△
 
2
7
0

△
 
6

2
7

1
△

 
3
,
9
8
1

△
 
1

△
 
1
,
1
4
4

3
△

 
8
3
3

5
,
4
6
0

△
 
9
5
3

智
頭

町
補

正
後

2
,
8
6
5

1
,
8
7
7

2
7
5

6
1

1
,
2
2
4

1
1
,
1
8
6

3
6
5

1
9
,
5
4
6

7
,
3
7
6

3
2
,
5
9
6

1
1
2
,
3
5
4

1
8
9
,
7
2
5

補
正

前
2
,
9
6
0

2
,
0
3
4

2
7
9

4
6

1
,
2
2
4

1
3
,
3
9
5

3
6
6

2
0
,
3
2
0

7
,
3
7
1

3
3
,
0
6
3

1
0
6
,
3
6
1

1
8
7
,
4
1
9

比
較

(後
)
－
(
前

)
△
 
9
5

△
 
1
5
7

△
 
4

1
5

0
△

 
2
,
2
0
9

△
 
1

△
 
7
7
4

5
△

 
4
6
7

5
,
9
9
3

2
,
3
0
6

若
桜

町
補

正
後

1
,
3
8
2

1
,
1
7
7

2
5
8

4
1

5
9
0

5
,
0
2
7

1
6
4

2
,
9
8
6

1
,
1
5
3

1
5
,
5
2
8

6
3
,
3
7
3

9
1
,
6
7
9

補
正

前
1
,
4
3
4

1
,
2
7
4

2
6
2

3
0

5
9
0

6
,
0
2
1

1
6
4

3
,
1
0
7

1
,
1
5
3

1
5
,
7
5
1

6
1
,
0
1
2

9
0
,
7
9
8

比
較

(後
)
－
(
前

)
△
 
5
2

△
 
9
7

△
 
4

1
1

0
△

 
9
9
4

0
△

 
1
2
1

0
△

 
2
2
3

2
,
3
6
1

8
8
1

八
頭

町
補

正
後

6
,
0
5
5

4
,
6
4
7

5
0
5

1
7
1

2
,
8
4
3

2
6
,
4
8
0

9
0
6

1
4
,
2
6
5

3
1
,
5
6
8

8
2
,
9
2
8

2
3
0
,
2
6
3

4
0
0
,
6
3
1

補
正

前
6
,
4
3
6

5
,
0
3
6

5
1
2

1
2
8

2
,
8
4
1

3
1
,
7
0
0

9
0
8

1
4
,
8
4
4

3
1
,
5
4
6

8
4
,
1
1
9

2
2
9
,
3
9
6

4
0
7
,
4
6
6

比
較

(後
)
－
(
前

)
△
 
3
8
1

△
 
3
8
9

△
 
7

4
3

2
△

 
5
,
2
2
0

△
 
2

△
 
5
7
9

2
2

△
 
1
,
1
9
1

8
6
7

△
 
6
,
8
3
5

7
1
,
9
9
5

5
2
,
7
5
7

4
,
4
8
0

2
,
3
4
0

3
7
,
0
7
4

3
7
7
,
3
2
5

1
2
,
7
6
6

2
3
6
,
9
5
9

1
0
7
,
9
7
6

1
,
3
3
8
,
6
2
5

2
,
5
2
4
,
8
0
7

4
,
7
6
7
,
1
0
4

7
7
,
0
8
4

5
7
,
1
5
9

4
,
5
4
0

1
,
7
5
0

3
7
,
0
5
9

4
5
1
,
7
3
1

1
2
,
7
9
2

2
4
6
,
2
8
3

1
0
7
,
8
6
9

1
,
3
5
7
,
8
4
8

2
,
5
2
6
,
3
8
7

4
,
8
8
0
,
5
0
2

△
 
5
,
0
8
9

△
 
4
,
4
0
2

△
 
6
0

5
9
0

1
5

△
 
7
4
,
4
0
6

△
 
2
6

△
 
9
,
3
2
4

1
0
7

△
 
1
9
,
2
2
3

△
 
1
,
5
8
0

△
 
1
1
3
,
3
9
8

比
較

(
後

)
－

(
前

)

市
町

名

補
正

後
合

計

補
正

前
合

計

（
単

位
：

千
円

）
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（
５

）
令

和
４

年
度

特
別

負
担

金
（

対
補

正
前

比
較

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
　

　
 
 
　

　

不
燃

物
処

理
費

し
尿

処
理

費
可

燃
物

処
理

費
消

防
費

鳥
取

市
補

正
後

5,
81
3

15
0

2,
52
1

62
,8
83

7
8
5

2
9
0
,
4
7
0

7
9
,
3
6
1

4
4
1
,
9
8
3

補
正

前
4,
41
6

77
2,
52
5

11
1,
40
7

7
8
5

2
6
7
,
0
1
1

7
9
,
9
6
8

4
6
6
,
1
8
9

比
較
(
後
)
－
(
前
)

1,
39
7

73
△
 4

△
 4
8,
52
4

0
2
3
,
4
5
9

△
 
6
0
7

△
 
2
4
,
2
0
6

岩
美

町
補

正
後

－
－

－
－

1
0
6

1
6
,
6
4
3

6
,
2
3
7

2
2
,
9
8
6

補
正

前
－

－
－

－
1
0
6

1
5
,
2
9
9

6
,
0
1
3

2
1
,
4
1
8

比
較
(
後
)
－
(
前
)

－
－

－
－

0
1
,
3
4
4

2
2
4

1
,
5
6
8

智
頭

町
補

正
後

－
－

－
－

1
0
6

9
,
8
9
6

4
,
5
3
9

1
4
,
5
4
1

補
正

前
－

－
－

－
1
0
6

9
,
0
9
6

4
,
2
9
4

1
3
,
4
9
6

比
較
(
後
)
－
(
前
)

－
－

－
－

0
8
0
0

2
4
5

1
,
0
4
5

若
桜

町
補

正
後

－
－

－
－

1
0
6

4
,
4
2
9

2
,
5
6
0

7
,
0
9
5

補
正

前
－

－
－

－
1
0
6

4
,
0
7
1

2
,
4
6
3

6
,
6
4
0

比
較
(
後
)
－
(
前
)

－
－

－
－

0
3
5
8

9
7

4
5
5

八
頭

町
補

正
後

－
－

－
－

3
0
2

2
4
,
5
6
6

9
,
3
0
3

3
4
,
1
7
1

補
正

前
－

－
－

－
3
0
2

2
2
,
5
8
2

9
,
2
6
2

3
2
,
1
4
6

比
較
(
後
)
－
(
前
)

－
－

－
－

0
1
,
9
8
4

4
1

2
,
0
2
5

5,
81
3

15
0

2,
52
1

62
,8
83

1
,
4
0
5

3
4
6
,
0
0
4

1
0
2
,
0
0
0

5
2
0
,
7
7
6

4,
41
6

77
2,
52
5

11
1,
40
7

1
,
4
0
5

3
1
8
,
0
5
9

1
0
2
,
0
0
0

5
3
9
,
8
8
9

1,
39
7

73
△
 4

△
 4
8,
52
4

0
2
7
,
9
4
5

0
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２ 令和４年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費 

特別会計補正予算（第１号）≪議案第２号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出補正総額 

  

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

2,254 千円 426 千円 2,680 千円 

 

ア 歳入補正額の主な内容  

○因幡ふるさと振興基金運用利子の増 ·················· 156 千円 

○前年度繰越金の増 ·································· 270 千円 

 

イ 歳出補正額の主な内容  

○因幡ふるさと振興基金積立金の増 ···················· 426 千円 

 

⑵ 歳入歳出総括表  

 

［ 歳 入 ］                     （単位：千円） 

区 分  補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 財産収入 2,244 156 2,400 

  利子及び配当金 2,244 156 2,400 

３ 繰越金 10 270 280 

  前年度繰越金 10 270 280 

歳 入 合 計 2,254 426 2,680 

 

［ 歳 出 ］       （単位：千円） 

区 分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 因幡振興事業費 2,244 426 2,670 

２ 予備費 10 0 10 

歳 出 合 計 2,254 426 2,680 
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３ 令和５年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算≪議案第３号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出予算額  

令和５年度予算額  ・・・ ５，３７３，１２８千円  

令和４年度予算額  ・・・ ７，６５４，０００千円  

比 較 増 減 額  ・・・△２，２８０，８７２千円  (２９．８％減) 

 

⑵ 予算編成方針  

令和４年に発電用ボイラからの水漏れが発生した可燃物処理施設「リン

ピアいなば」については、同年１２月に修繕が完了し、令和５年１月か

ら試運転を行っており、４月から本稼働の予定である。これにより事業

は建設から管理運営に移行することとなることから、令和５年度の予算

総額は、前年度比２９．８％の減となった。 

また、耐震基準を下回り、かつ耐用年数が経過し老朽化が進行してい

る消防庁舎については、消防庁舎整備基本方針に基づき計画的に整備を

進めており、令和４年度末までに対象９施設のうち５施設の新築が完了

した。引き続き当該事業を進めていくとともに、その他の現有施設につ

いても経年劣化に伴う修繕等を適切に行う。  

 

⑶ 特記事業（総額１，３２２，０４３千円） 

① 事務局本庁舎・分庁舎外壁他改修工事 ·················· 42,726 千円 

② 因幡霊場大規模改修事業 ····························· 11,061 千円 

③ 因幡浄苑処理槽防食修繕 ······························ 78,950 千円 

④ 可燃物処理施設運営管理事業 ························· 807,176 千円 

・(債)リンピアいなば運営管理業務（R5～R24） 

・(債)環境影響評価事後調査業務（供用後）（R5～R8） 

・環境影響評価事後調査業務（工事中） 

・(債)性能確認試験監理業務（R5～R6） 

・南側法面調査業務 等 
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⑤ 消防庁舎新築・改築事業 ····························· 256,319 千円 

・智頭出張所解体工事に係る地盤変動調査（事後調査） 

・用瀬出張所解体工事に係る地盤変動調査（事後調査） 

・(債)若桜出張所新築工事・監理業務（R5～R6）・地盤変動調査 

（事前調査） 

・消防局・鳥取消防署屋上防水改修工事 

・青谷出張所外部改修工事(屋根及び外壁） 

⑥ 消防ポンプ自動車・高規格救急自動車更新事業 ········· 111,390 千円 

・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車１台（湖山消防署） 

・災害対応特殊高規格救急自動車１台（湖山消防署） 

・(債)災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車（R5～R6）（湖山消防署） 

⑦  高機能消防指令センター整備事業 ······················ 14,421 千円 

 

⑷ 債務負担行為  

                              （単位:千円） 

事   項 期   間 限度額 

可燃物処理施設整備事業に伴う環境影

響評価事後調査業務費（供用後） 
令和６年度～令和８年度 44,655 

可燃物処理施設性能確認試験監理業務

費 
令和６年度 4,796 

八頭消防署若桜出張所新築事業費 〃 240,316 

災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動

車整備事業費 
〃 161,151 
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⑸ 歳入歳出総括表 

［ 歳 入 ］                      （単位：千円） 

区  分 本年度 前年度 比 較 

１ 分担金及び負担金 4,396,262 5,860,548 △ 1,464,286 

２ 使用料及び手数料 278,388 278,510 △ 122 

３ 国 庫 支 出 金 0 667,831 △ 667,831 

４ 県 支 出 金 5,031 4,600 431 

５ 財 産 収 入 298,188 225,701 72,487 

７ 繰 入 金 0 242,416 △ 242,416 

８ 繰 越 金 500 500 0 

９ 諸 収 入 1,859 1,294 565 

10 組 合 債 392,900 372,600 20,300 

歳 入 合 計 5,373,128 7,654,000 △ 2,280,872 

 

［ 歳 出 ］                      （単位：千円） 

区  分 本年度 前年度 比 較 

１ 議 会 費 2,301 2,301 0 

２ 総 務 費 127,256 95,534 31,722 

３ 民 生 費 61,841 61,144 697 

４ 衛 生 費 1,825,955 3,918,392 △ 2,092,437 

５ 消 防 費 3,039,942 3,148,319 △ 108,377 

６ 公 債 費 312,833 425,310 △ 112,477 

７ 予 備 費 3,000 3,000 0 

歳 出 合 計 5,373,128 7,654,000 △ 2,280,872 
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⑹ 予算構成（性質別） 

Ｒ４当初 比較増減額 増減率(%)

予算額 予算額 A-B C/B

(A) (B) (C)

1 2,871,501 53.4 3,192,644 △ 321,143 △ 10.1

人件費 2,463,440 45.8 2,515,848 △ 52,408 △ 2.1

職員給与費 2,463,440 45.8 2,399,541 63,899 2.7

退職手当等 0 0.0 116,307 △ 116,307 △ 100.0

公債費 312,833 5.8 425,310 △ 112,477 △ 26.4

積立金 95,228 1.8 251,486 △ 156,258 △ 62.1

2 2,501,627 46.6 4,461,356 △ 1,959,729 △ 43.9

1,179,584 22.0 1,115,279 64,305 5.8

1,322,043 24.6 3,346,077 △ 2,024,034 △ 60.5

5,373,128 100.0 7,654,000 △ 2,280,872 △ 29.8

4,051,085 75.4 4,307,923 △ 256,838 △ 6.0

1 4,385,462 81.6 5,860,548 △ 1,475,086 △ 25.2

2 985,307 18.3 1,791,658 △ 806,351 △ 45.0

3 2,359 0.1 1,794 565 31.5

5,373,128 100.0 7,654,000 △ 2,280,872 △ 29.8

運営費(E)

特記事業費

歳出合計

うち経常的経費D+E

歳
入

市町負担金

特定財源

その他

歳入合計

（単位：千円）

区　　分

Ｒ５当初

構成比率
(%)

歳
出

義務的経費(D)

一般歳出
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)因

幡
霊

場
指

定
管

理
運

営
業

務
委

託
料

（
R
１

～
R
５

年
度

）
2
4
,4

7
7

2
3
,2

6
2

1
,2

1
5

特
別

負
担

金
0

［
0
］

（
2
）

因
幡

霊
場

大
規

模
改

修
事

業
【
事

業
別

概
要

Ｐ
２

】
1
1
,0

6
1

0
1
1
,0

6
1

雑
入

2
3
2

［
2
5
0
］

（
3
）

施
設

維
持

管
理

費
6
0

4
6

1
4

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

因
幡

霊
場

指
定

管
理

運
営

業
務

委
託

料
の

増
2
4
,4

7
7

2
3
,2

6
2

1
,2

1
5

<
2
>

因
幡

霊
場

大
規

模
改

修
設

計
業

務
1
1
,0

6
1

0
1
1
,0

6
1

2
不

燃
物

処
理

費
5
2
4
,4

4
1

5
0
2
,3

1
6

2
2
,1

2
5

4
.4

1
環

境
ク

リ
ー

ン
セ

ン
5
0
1
,9

4
0

4
7
8
,9

2
8

2
3
,0

1
2

4
.8

タ
ー

管
理

費
【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

4
3
0
,3

1
5

［
4
2
3
,0

8
2
］

（
1
）

4
3
,9

3
2

4
5
,0

0
8

△
 1

,0
7
6

不
燃

物
処

理
手

数
料

7
,9

9
8

［
7
,9

2
5
］

（
2
）

環
境

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
業

務
委

託
料

1
3
4
,4

7
5

1
2
9
,9

8
9

4
,4

8
6

利
子

及
び

配
当

金
2

［
2
］

（
3
）

(債
)リ

フ
ァ

ー
レ

ン
い

な
ば

指
定

管
理

運
営

業
務

委
託

料
（
R
１

～
R
５

年
度

）
1
9
,8

4
8

1
9
,8

4
8

0
再

生
資

源
有

価
物

6
3
,0

6
8

［
4
7
,3

7
4
］

（
4
）

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
処

理
業

務
委

託
料

5
8
,2

3
0

5
6
,1

9
6

2
,0

3
4

売
払

収
入

（
5
）

分
別

基
準

適
合

物
再

商
品

化
業

務
委

託
料

（
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
・
ガ

ラ
ス

び
ん

）
2
,7

2
4

2
,5

5
1

1
7
3

雑
入

5
5
7

［
5
4
5
］

（
6
）

施
設

維
持

管
理

費
2
4
2
,7

2
9

2
2
5
,3

3
4

1
7
,3

9
5

（
7
）

不
燃

物
処

理
施

設
建

設
基

金
積

立
金

2
2

0

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

施
設

維
持

管
理

に
伴

う
光

熱
水

費
及

び
定

期
修

繕
費

の
増

1
6
7
,8

0
1

1
4
1
,1

5
6

2
6
,6

4
5

<
2
>

環
境

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
管

理
運

営
業

務
委

託
料

の
増

1
3
4
,4

7
5

1
2
9
,9

8
9

4
,4

8
6

○
ペ

ッ
ト
ボ

ト
ル

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
屋

根
塗

装
工

事
0

8
,9

0
3

△
 8

,9
0
3

障
害

者
総

合
支

援
審

  
  
  
査

  
  
  
費

職
員

給
与

費
（審

議
会

委
員

１
２

名
、

一
般

職
５

名
、

会
計

年
度

任
用

職
員

３
名

）
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R
５

予
算

案
R

４
予

算
比

較
対

前
年

度
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

歳
出

区
分

歳
出

項
目

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

R
４

年
度

予
算

額

2
元

処
分

場
管

理
費

1
0
,2

2
9

1
0
,5

8
1

△
 3

5
2

△
 3

.3

【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

1
0
,2

2
9

［
1
0
,5

8
1
］

（
1
）

施
設

維
持

管
理

費
1
0
,2

2
9

1
0
,5

8
1

△
 3

5
2

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

施
設

維
持

管
理

に
伴

う
水

処
理

設
備

等
修

繕
費

の
減

1
,4

3
3

2
,0

1
9

△
 5

8
6

<
2
>

施
設

維
持

管
理

に
伴

う
水

質
検

査
及

び
排

ガ
ス

測
定

業
務

委
託

料
の

増
2
,8

8
2

2
,5

2
9

3
5
3

3
白

兎
グ

ラ
ウ

ン
ド

1
2
,2

7
2

1
2
,8

0
7

△
 5

3
5

△
 4

.2

ゴ
ル

フ
場

管
理

費
【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

1
2
,2

5
7

［
1
2
,7

9
2
］

（
1
）

1
0
,9

8
7

1
0
,9

5
0

3
7

不
燃

物
処

分
場

用
地

使
用

料
1
5

［
1
5
］

（
2
）

施
設

維
持

管
理

費
1
,2

8
5

1
,8

5
7

△
 5

7
2

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

1
0
,9

8
7

1
0
,9

5
0

3
7

○
放

流
ポ

ン
プ

取
替

修
繕

0
8
0
0

△
 8

0
0

3
し

尿
処

理
費

4
0
0
,0

1
8

3
7
5
,0

3
0

2
4
,9

8
8

6
.7

1
施

設
管

理
費

4
0
0
,0

1
8

3
7
5
,0

3
0

2
4
,9

8
8

6
.7

【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

3
4
0
,8

1
8

［
3
2
9
,0

3
0
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
一

般
職

１
名

）
8
,8

1
2

8
,7

0
4

1
0
8

し
尿

処
理

施
設

整
備

5
9
,2

0
0

［
4
6
,0

0
0
］

（
2
）

(債
)因

幡
浄

苑
包

括
管

理
業

務
委

託
料

（
R
４

～
R
６

年
度

)
2
3
2
,8

3
3

2
3
5
,2

3
8

△
 2

,4
0
5

事
業

債
（
3
）

脱
水

汚
泥

再
資

源
化

業
務

委
託

料
3
2
,9

2
0

3
0
,0

0
0

2
,9

2
0

（
4
）

因
幡

浄
苑

処
理

槽
防

食
修

繕
【
事

業
別

概
要

Ｐ
３

】
7
8
,9

5
0

0
7
8
,9

5
0

（
5
）

施
設

維
持

管
理

費
（
因

幡
浄

苑
）

4
4
,4

8
0

9
9
,5

3
5

△
 5

5
,0

5
5

（
6
）

施
設

維
持

管
理

費
（
コ

ン
ポ

ス
ト
セ

ン
タ

ー
）

2
,0

2
3

1
,5

5
3

4
7
0

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

因
幡

浄
苑

処
理

槽
（
調

整
槽

）
防

食
修

繕
費

の
増

7
8
,9

5
0

0
7
8
,9

5
0

○
因

幡
浄

苑
生

物
膜

装
置

修
繕

費
0

6
1
,3

8
0

△
 6

1
,3

8
0

4
可

燃
物

処
理

費
8
6
5
,8

9
8

3
,0

1
7
,7

3
8

△
 2

,1
5
1
,8

4
0

△
 7

1
.3

○
ご

み
処

理
施

設
0

2
,1

9
2
,9

8
3

△
 2

,1
9
2
,9

8
3

△
 1

0
0
.0

建
　

　
設

　
　

費
＜

事
業

完
了

＞
普

通
負

担
金

0
［
1
,5

2
5
,1

5
1
］

○
(債

)設
計

監
理

及
び

施
工

監
理

業
務

委
託

料
(H

３
０

～
R
４

年
度

)
0

9
,0

2
9

△
 9

,0
2
9

二
酸

化
炭

素
排

出
抑

制
0

［
6
6
7
,8

3
1
］

○
(債

)可
燃

物
処

理
施

設
建

設
工

事
費

(H
３

０
～

R
４

年
度

)
0

2
,1

6
8
,1

0
0

△
 2

,1
6
8
,1

0
0

対
策

事
業

費
交

付
金

利
子

及
び

配
当

金
0

［
1
］

(債
)白

兎
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ
場

指
定

管
理

運
営

業
務

委
託

料
（R

１
～

R
５

年
度

）

白
兎

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場
指

定
管

理
運

営
業

務
委

託
料

（
人

件
費

等
）
の

増
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R
５

予
算

案
R

４
予

算
比

較
対

前
年

度
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

歳
出

区
分

歳
出

項
目

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

R
４

年
度

予
算

額

1
ご

み
処

理
施

設
8
6
5
,8

9
8

8
2
4
,7

5
5

4
1
,1

4
3

5
.0

管
　

　
理

　
　

費
【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

3
6
9
,6

9
5

［
2
5
4
,2

2
5
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
一

般
職

４
名

）
3
5
,4

9
9

4
1
,2

3
2

△
 5

,7
3
3

可
燃

物
処

理
手

数
料

2
6
4
,0

0
0

［
2
6
4
,0

0
0
］

（
2
）

可
燃

物
処

理
施

設
運

営
管

理
事

業
【
事

業
別

概
要

Ｐ
４

】
8
0
7
,1

7
6

6
3
4
,0

4
3

1
7
3
,1

3
3

売
電

収
入

2
3
2
,2

0
0

［
1
7
4
,5

0
0
］

（
3
）

可
燃

物
処

理
施

設
基

金
積

立
金

2
3
,2

2
3

1
4
9
,4

8
0

△
 1

2
6
,2

5
7

可
燃

物
処

理
施

設
立

地
0

［
1
3
2
,0

3
0
］

促
進

基
金

繰
入

金
＜

主
な

増
減

要
素

内
容

＞
利

子
及

び
配

当
金

3
［
0
］

<
1
>

職
員

給
与

費
の

減
（
一

般
職

５
→

４
名

）
3
5
,4

9
9

4
1
,2

3
2

△
 5

,7
3
3

<
2
>

(債
)環

境
影

響
評

価
事

後
調

査
業

務
（
供

用
後

）
（
R
５

～
R
８

年
度

）
等

の
増

1
2
3
,5

3
2

1
2
2
,8

6
2

6
7
0

<
3
>

(債
)リ

ン
ピ

ア
い

な
ば

運
営

管
理

業
務

（
R
５

～
R
2
4
年

度
）
の

増
6
8
3
,6

4
4

5
1
1
,1

8
1

1
7
2
,4

6
3

<
4
>

可
燃

物
処

理
施

設
基

金
積

立
金

の
減

2
3
,2

2
3

1
4
9
,4

8
0

△
 1

2
6
,2

5
7

5
消

　
防

　
費

3
,0

3
9
,9

4
2

3
,1

4
8
,3

1
9

△
 1

0
8
,3

7
7

△
 3

.4

1
消

防
総

務
費

2
,5

2
3
,2

1
9

2
,5

7
5
,9

8
8

△
 5

2
,7

6
9

△
 2

.0

【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

2
,4

4
7
,2

1
8

［
2
,3

6
0
,0

1
3
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
一

般
職

３
３

１
名

、
会

計
年

度
任

用
職

員
２

名
）

2
,2

6
4
,2

3
1

2
,3

1
5
,6

2
9

△
 5

1
,3

9
8

特
別

負
担

金
7
2
,0

0
0

［
1
0
2
,0

0
0
］

（
2
）

総
括

事
務

費
（
会

議
旅

費
、

被
服

費
、

研
修

負
担

金
等

）
5
2
,1

1
8

3
9
,9

6
2

1
2
,1

5
6

消
防

手
数

料
3
9
3

［
2
5
4
］

（
3
）

職
員

厚
生

研
修

費
（
消

防
学

校
、

救
急

救
命

士
派

遣
経

費
等

）
1
8
,5

2
1

1
8
,7

8
3

△
 2

6
2

消
防

費
県

補
助

金
2
,9

4
1

［
2
,9

4
1
］

（
4
）

管
理

事
務

費
（
光

熱
水

費
、

車
両

点
検

修
繕

費
、

庁
舎

管
理

委
託

料
等

）
1
1
6
,3

4
6

9
9
,6

1
1

1
6
,7

3
5

利
子

及
び

配
当

金
3

［
3
］

（
5
）

退
職

手
当

金
基

金
積

立
金

（
利

子
含

む
）

7
2
,0

0
3

1
0
2
,0

0
3

△
 3

0
,0

0
0

退
職

手
当

金
積

立
0

［
1
1
0
,3

8
6
］

基
金

繰
入

金
＜

主
な

増
減

要
素

内
容

＞
雑

入
6
6
4

［
3
9
1
］

<
1
>

退
職

者
数

減
等

に
伴

う
職

員
給

与
費

の
減

（
退

職
者

５
名

→
０

名
）

2
,2

6
4
,2

3
1

2
,3

1
5
,6

2
9

△
 5

1
,3

9
8

<
2
>

1
1
6
,3

4
6

9
9
,6

1
1

1
6
,7

3
5

<
3
>

7
2
,0

0
0

1
0
2
,0

0
0

△
 3

0
,0

0
0

2
予

　
防

　
費

3
,6

8
7

3
,5

8
9

9
8

2
.7

【
事

業
の

内
容

】
消

防
手

数
料

2
,0

3
0

［
2
,3

6
3
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
会

計
年

度
任

用
職

員
１

名
）

2
,3

2
4

2
,1

7
4

1
5
0

消
防

費
県

補
助

金
1
,6

5
7

［
1
,2

2
6
］

（
2
）

予
防

業
務

費
1
,1

2
6

1
,1

9
6

△
 7

0
（
3
）

権
限

移
譲

事
務

費
2
3
7

2
1
9

1
8

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

会
計

年
度

任
用

職
員

報
酬

及
び

社
会

保
険

料
等

の
増

2
,3

2
4

2
,1

7
4

1
5
0

<
2
>

予
防

業
務

に
係

る
備

品
購

入
費

等
の

減
1
,1

2
6

1
,1

9
6

△
 7

0

光
熱

水
費

、
修

繕
費

等
の

高
騰

に
伴

う
庁

舎
管

理
事

務
費

の
増

退
職

手
当

金
積

立
基

金
積

立
金

の
減
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R
５

予
算

案
R

４
予

算
比

較
対

前
年

度
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

歳
出

区
分

歳
出

項
目

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

R
４

年
度

予
算

額

3
防

火
ク

ラ
ブ

育
成

費
8
1
2

4
2
8

3
8
4

8
9
.7

【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

8
1
2

［
4
2
8
］

（
1
）

防
火

活
動

経
費

（
防

火
カ

レ
ン

ダ
ー

、
小

冊
子

作
成

費
等

）
8
1
2

4
2
8

3
8
4

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

鳥
取

地
震

か
ら

8
0
年

記
念

事
業

経
費

の
増

3
2
5

0
3
2
5

4
警

　
防

　
費

5
1
,6

2
7

3
8
,6

6
2

1
2
,9

6
5

3
3
.5

【
事

業
の

内
容

】
普

通
負

担
金

5
1
,6

2
7

［
3
8
,6

6
2
］

（
1
）

警
防

業
務

費
1
3
,7

2
4

1
0
,2

0
6

3
,5

1
8

（
2
）

救
急

業
務

費
2
0
,0

6
6

2
0
,5

7
9

△
 5

1
3

（
3
）

救
助

業
務

費
1
7
,8

3
7

7
,8

7
7

9
,9

6
0

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

警
防

業
務

用
器

具
（
携

帯
警

報
器

等
）
購

入
経

費
の

増
9
,9

5
9

7
,2

2
4

2
,7

3
5

<
2
>

救
急

業
務

用
器

具
（
自

動
心

肺
蘇

生
器

等
）
購

入
経

費
の

減
1
9
,4

2
1

1
9
,9

2
0

△
 4

9
9

<
3
>

1
1
,3

8
3

0
1
1
,3

8
3

5
消

防
施

設
費

4
6
0
,5

9
7

5
2
9
,6

5
2

△
 6

9
,0

5
5

△
 1

3
.0

【
事

業
の

内
容

】
　

　
　

　
　

　
　

　
　

普
通

負
担

金
7
8
,5

5
6

［
1
0
1
,7

8
4
］

（
1
）

消
防

施
設

整
備

費
（
庁

舎
管

理
経

費
等

）
1
,8

8
8

1
7

1
,8

7
1

特
別

負
担

金
8
0
,3

4
0

［
1
0
0
,3

5
8
］

（
2
）

消
防

庁
舎

新
築

・
改

修
事

業
【
事

業
別

概
要

Ｐ
５

】
2
5
6
,3

1
9

3
3
0
,5

5
9

△
 7

4
,2

4
0

物
品

売
払

収
入

1
［
9
1
0
］

（
3
）

車
両

機
材

整
備

費
（
車

両
借

上
料

等
）

6
,7

5
0

7
,7

6
7

△
 1

,0
1
7

消
防

施
設

等
整

備
3
0
1
,7

0
0

［
3
2
6
,6

0
0
］

（
4
）

1
1
1
,3

9
0

1
1
4
,8

7
2

△
 3

,4
8
2

事
業

債
（
5
）

指
令

設
備

整
備

費
（
消

防
指

令
セ

ン
タ

ー
管

理
経

費
等

）
6
9
,8

2
9

7
6
,4

3
7

△
 6

,6
0
8

（
6
）

高
機

能
消

防
指

令
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
【
事

業
別

概
要

Ｐ
７

】
1
4
,4

2
1

0
1
4
,4

2
1

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

<
1
>

(債
)若

桜
出

張
所

新
築

関
連

経
費

(R
５

～
R
６

年
度

)の
増

1
5
6
,4

4
5

5
0
,8

9
4

1
0
5
,5

5
1

<
2
>

用
瀬

出
張

所
新

築
関

連
経

費
の

減
3
9
,2

8
3

2
5
3
,7

1
8

△
 2

1
4
,4

3
5

<
3
>

智
頭

出
張

所
新

築
関

連
経

費
の

減
8
,3

8
2

2
0
,5

6
0

△
 1

2
,1

7
8

<
4
>

青
谷

出
張

所
外

部
改

修
関

連
経

費
の

増
1
3
,7

9
7

2
,5

8
8

1
1
,2

0
9

<
5
>

消
防

局
屋

上
防

水
改

修
関

連
経

費
の

増
4
0
,2

8
4

2
,8

1
8

3
7
,4

6
6

<
6
>

高
機

能
指

令
セ

ン
タ

ー
更

新
実

施
設

計
委

託
費

の
増

1
4
,4

2
1

0
1
4
,4

2
1

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

・
高

規
格

救
急

自
動

車
更

新
事

業
【
事

業
別

概
要

Ｐ
６

】

救
助

業
務

用
器

具
（
移

動
式

高
圧

空
気

製
造

設
備

）
購

入
経

費
の

増

18



R
５

予
算

案
R

４
予

算
比

較
対

前
年

度
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

歳
出

区
分

歳
出

項
目

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

R
４

年
度

予
算

額

6
公

　
債

　
費

3
1
2
,8

3
3

4
2
5
,3

1
0

△
 1

1
2
,4

7
7

△
 2

6
.4

1
元

　
　

　
金

長
期

債
元

金
　

　
　

　
４

６
件

　
　

　
　

　
　

　
　

　
3
0
2
,3

6
4

4
1
5
,3

6
0

△
 1

1
2
,9

9
6

△
 2

7
.2

普
通

負
担

金
9
6
,4

1
4

［
8
2
,3

2
0
］

特
別

負
担

金
2
0
9
,5

5
6

［
3
3
6
,1

2
6
］

火
葬

場
用

地
使

用
料

6
4

［
6
4
］

2
利

　
　

　
子

長
期

債
利

子
　

　
　

　
５

３
件

9
,4

6
9

千
円

1
0
,4

6
9

9
,9

5
0

5
1
9

5
.2

不
燃

物
処

分
場

用
地

使
用

料
2
3
5

［
2
3
5
］

一
時

借
入

金
利

子
1
,0

0
0

千
円

浄
苑

用
地

等
使

用
料

1
1
1

［
1
1
1
］

可
燃

物
用

地
使

用
料

5
8

［
4
4
］

消
防

用
地

使
用

料
3
,4

8
4

［
3
,4

9
9
］

土
地

貸
付

収
入

2
,9

1
1

［
2
,9

1
1
］

7
予

　
備

　
費

3
,0

0
0

3
,0

0
0

0
0
.0

普
通

負
担

金
3
,0

0
0

［
3
,0

0
0
］

歳
　

　
出

　
　

合
　

　
計

5
,3

7
3
,1

2
8

7
,6

5
4
,0

0
0

△
 2

,2
8
0
,8

7
2

△
 2

9
.8

5,
37

3,
12

8
［
7
,6

5
4
,0

0
0
］
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(8
) 
令
和
５
年
度
普
通
負
担
金
（
前
年
度
当
初
比
較

）

運
営

費
介

護
認

定
審

査
費

障
害

者
総

合
支

援
審

査
費

休
日

急
患

歯
科

診
療

費
火

葬
場

費
不

燃
物

処
理

費
不

燃
物

処
理

場
跡

地
利

用
施

設
費

し
尿

処
理

費
集

落
排

水
処

理
費

可
燃

物
処

理
費

消
防

費
合

計

鳥
取

市
５

年
度

6
0
,
6
2
8

4
3
,
5
6
8

3
,
2
5
8

1
,
4
6
5

3
9
,
2
0
4

3
9
2
,
4
4
0

1
0
,
2
9
0

1
8
0
,
4
5
0

7
5
,
0
7
4

3
1
9
,
9
7
0

2
,
0
2
5
,
8
1
9

3
,
1
5
2
,
1
6
6

４
年

度
6
2
,
2
9
9

4
1
,
9
3
8

3
,
0
9
4

1
,
4
6
7

3
0
,
5
9
5

3
7
8
,
7
6
1

1
0
,
7
3
9

1
7
8
,
2
1
1

6
3
,
9
9
7

1
,
5
4
8
,
4
2
5

1
,
9
8
0
,
6
8
7

4
,
3
0
0
,
2
1
3

比
較

(R
5)

－
(
R
4)

△
 
1
,
6
7
1

1
,
6
3
0

1
6
4

△
 
2

8
,
6
0
9

1
3
,
6
7
9

△
 
4
4
9

2
,
2
3
9

1
1
,
0
7
7
△

 
1
,
2
2
8
,
4
5
5

4
5
,
1
3
2
△

 
1
,
1
4
8
,
0
4
7

岩
美

町
５

年
度

4
,
9
2
0

3
,
2
9
5

2
7
6

8
0

2
,
3
9
3

2
4
,
2
1
5

5
9
0

3
2
,
7
8
3

4
,
1
3
8

2
3
,
7
2
2

1
5
9
,
2
1
7

2
5
5
,
6
2
9

４
年

度
4
,
2
6
3

3
,
2
5
3

3
9
3

7
9

1
,
8
0
9

2
4
,
2
1
9

6
1
5

2
9
,
8
0
1

3
,
8
0
2

7
7
,
1
9
0

1
4
8
,
9
3
1

2
9
4
,
3
5
5

比
較

(R
5)

－
(
R
4)

6
5
7

4
2

△
 
1
1
7

1
5
8
4

△
 
4

△
 
2
5

2
,
9
8
2

3
3
6

△
 
5
3
,
4
6
8

1
0
,
2
8
6

△
 
3
8
,
7
2
6

智
頭

町
５

年
度

3
,
4
3
8

2
,
0
7
2

2
7
6

5
1

1
,
4
4
9

1
3
,
9
2
8

3
5
0

2
0
,
8
1
0

7
,
7
5
3

1
2
,
6
3
7

1
1
5
,
8
6
5

1
7
8
,
6
2
9

４
年

度
2
,
8
6
0

1
,
8
8
3

2
7
9

4
6

1
,
2
2
4

1
3
,
4
7
5

3
6
6

2
0
,
3
2
0

7
,
3
7
1

4
3
,
1
7
2

1
0
6
,
3
6
1

1
9
7
,
3
5
7

比
較

(R
5)

－
(
R
4)

5
7
8

1
8
9

△
 
3

5
2
2
5

4
5
3

△
 
1
6

4
9
0

3
8
2

△
 
3
0
,
5
3
5

9
,
5
0
4

△
 
1
8
,
7
2
8

若
桜

町
５

年
度

1
,
6
5
3

1
,
2
4
9

2
0
5

3
0

6
7
8

6
,
0
8
4

1
5
7

2
,
9
9
4

1
,
2
2
9

6
,
2
3
8

6
5
,
3
5
3

8
5
,
8
7
0

４
年

度
1
,
3
8
7

1
,
1
8
0

2
6
2

3
0

5
9
0

6
,
0
5
6

1
6
4

3
,
1
0
7

1
,
1
5
3

2
0
,
6
9
2

6
1
,
0
1
2

9
5
,
6
3
3

比
較

(R
5)

－
(
R
4)

2
6
6

6
9

△
 
5
7

0
8
8

2
8

△
 
7

△
 
1
1
3

7
6

△
 
1
4
,
4
5
4

4
,
3
4
1

△
 
9
,
7
6
3

八
頭

町
５

年
度

6
,
9
6
0

4
,
6
1
7

4
4
4

1
2
4

3
,
6
3
1

3
3
,
0
6
9

8
7
0

1
4
,
8
4
5

3
2
,
5
0
1

2
7
,
5
5
2

2
3
7
,
4
5
9

3
6
2
,
0
7
2

４
年

度
6
,
2
7
5

4
,
6
6
2

5
1
2

1
2
8

2
,
8
4
1

3
1
,
8
8
5

9
0
8

1
4
,
8
4
4

3
1
,
5
4
6

1
1
0
,
1
0
4

2
2
9
,
3
9
6

4
3
3
,
1
0
1

比
較

(R
5)

－
(
R
4)

6
8
5

△
 
4
5

△
 
6
8

△
 
4

7
9
0

1
,
1
8
4

△
 
3
8

1
9
5
5

△
 
8
2
,
5
5
2

8
,
0
6
3

△
 
7
1
,
0
2
9

7
7
,
5
9
9

5
4
,
8
0
1

4
,
4
5
9

1
,
7
5
0

4
7
,
3
5
5

4
6
9
,
7
3
6

1
2
,
2
5
7

2
5
1
,
8
8
2

1
2
0
,
6
9
5

3
9
0
,
1
1
9

2
,
6
0
3
,
7
1
3

4
,
0
3
4
,
3
6
6

7
7
,
0
8
4

5
2
,
9
1
6

4
,
5
4
0

1
,
7
5
0

3
7
,
0
5
9

4
5
4
,
3
9
6

1
2
,
7
9
2

2
4
6
,
2
8
3

1
0
7
,
8
6
9

1
,
7
9
9
,
5
8
3

2
,
5
2
6
,
3
8
7

5
,
3
2
0
,
6
5
9

5
1
5

1
,
8
8
5

△
 
8
1

0
1
0
,
2
9
6

1
5
,
3
4
0

△
 
5
3
5

5
,
5
9
9

1
2
,
8
2
6
△

 
1
,
4
0
9
,
4
6
4

7
7
,
3
2
6
△

 
1
,
2
8
6
,
2
9
3

比
較

(
R
5
)

－
(
R
4
)

市
町

名

５
年

度
合

計

４
年

度
合

計

（
単

位
：

千
円

）
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(
9
)
 
令

和
５

年
度

特
別

負
担

金
（

前
年

度
当

初
比

較
）

 
 
 
 
 

 
 
 

不
燃

物
処

理
費

し
尿

処
理

費
可

燃
物

処
理

費
消

防
費

鳥
取

市
５

年
度

3,
98
6

13
6

2,
28
6

48
,3
28

0
1
9
7
,
4
1
7

5
6
,
0
2
0

3
0
8
,
1
7
3

４
年

度
4,
41
6

77
2,
52
5

11
1,
40
7

7
8
5

2
6
7
,
0
1
1

7
9
,
9
6
8

4
6
6
,
1
8
9

比
較
(
R
5
)
－
(
R
4
)

△
 4
30

59
△
 2
39

△
 6
3,
07
9

△
 
7
8
5

△
 
6
9
,
5
9
4

△
 
2
3
,
9
4
8

△
 
1
5
8
,
0
1
6

岩
美

町
５

年
度

－
－

－
－

0
1
1
,
3
1
1

4
,
4
0
2

1
5
,
7
1
3

４
年

度
－

－
－

－
1
0
6

1
5
,
2
9
9

6
,
0
1
3

2
1
,
4
1
8

比
較
(
R
5
)
－
(
R
4
)

－
－

－
－

△
 
1
0
6

△
 
3
,
9
8
8

△
 
1
,
6
1
1

△
 
5
,
7
0
5

智
頭

町
５

年
度

－
－

－
－

0
6
,
7
2
6

3
,
2
0
4

9
,
9
3
0

４
年

度
－

－
－

－
1
0
6

9
,
0
9
6

4
,
2
9
4

1
3
,
4
9
6

比
較
(
R
5
)
－
(
R
4
)

－
－

－
－

△
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４ 令和５年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費 

特別会計予算≪議案第４号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出予算額  

  令和５年度予算額  ・・・  ２，２５４千円  

令和４年度予算額  ・・・  ２，２５４千円  

 

⑵ 主要事項  

  〇広域観光振興事業 ································ 2,244 千円 

・地域連携ＤＭＯ補助 ··········· 2,244 千円 

   

⑶ 歳入歳出総括表  

 

［歳入］                       （単位：千円） 

区 分  本年度  前年度  比 較  

１財産収入 2,244 2,244 0 

 利子及び配当金 2,244 2,244 0 

２繰越金 10 10 0 

 前年度繰越金 10 10 0 

歳入合計 2,254 2,254 0 

 

［歳出］ 

区 分 本年度 前年度 比 較 

１因幡振興事業費 2,244 2,244 0 

２予備費 10 10 0 

歳出合計 2,254 2,254 0 
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５ 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の一部改正について 

≪議案第５号≫（案） 

 

 

議案第  号 

   鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の一部改正について 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の一部を次のように改正する。 

  令和  年  月  日提出 

 

鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の一部を改正する条例 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例（平成１２年鳥取県東部広域行政管理組

合条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１号中「規定により、公にすることができないとされている」を「規定又

は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する指示（地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条第１号へに規定する指示その他これ

に類する行為をいう。）により、公にすることができないと認められる」に改め、同

条第２号中「含む。）」の次に「若しくは個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第２条第２項に規定する個人識別符号が含まれるもの」を加え、同号

に次のように加える。 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第
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１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第４項に規定する行政執行法人の職員を除く。）、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４

０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及

び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公

務員及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及

び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に

係る部分 

第７条第３号中「他の地方公共団体その他これらに準ずる団体」を「独立行政法人

等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人」に改め、同条第４号中「捜査」を「鎮

圧又は捜査」に改め、同条第５号を削り、同条第６号中「実施機関」を「組合の機関

又は国等」に改め、同号エを同号オとし、同号ウを同号エとし、同号イ中「本組合」

の次に「又は国等」を加え、同号イを同号ウとし、同号アを同号イとし、同号にアと

して次のように加える。 

ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれ

るおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

 第７条第６号に次のように加える。 

  カ 他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政

法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 第７条中第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８号を削る。 

 第１８条の２第１号中「第１項」を削る。 

 第３０条中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

25



 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例第７条の規定

は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開

示請求については、なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）と個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の不開示情報の整合を図るほか、

所要の整備を行うためである。 
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６ 鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の全部改正について 

≪議案第６号≫（案） 

 

 

議案第  号 

   鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の全部改正について 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例(平成１７年鳥取県東部広域行政管

理組合条例第１号)の全部を次のように改正する。 

  令和  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例（平成１７年鳥取県東部広域行政管

理組合条例第１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、「組合の機関」とは、管理者、監査委員及び消防長をい

う。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の
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保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例による。 

（個人情報ファイルの保有等に関する届出）  

第３条 組合の機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ次に

掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届出した事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

⑴ 個人情報ファイルの名称 

⑵ 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織

の名称 

⑶ 個人情報ファイルの利用目的 

⑷ 個人情報ファイルに記録される項目（以下「記録項目」という。）及び本人

（他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限

る。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲 

⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下「記録情報」という。）の収集

方法 

⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

⑺ 記録情報を組合の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

⑻ 法第７５条第３項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第５号若しくは前

号に掲げる事項を法第７５条第１項に規定する個人情報ファイル簿に記載しない

こととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に

掲載しないこととするときは、その旨 

⑼ 法第７６条第１項、第９０条第１項又は第９８条第１項の規定による請求を受

理する組織の名称及び所在地 

⑽ 法第９０条第１項ただし書又は第９８条第１項ただし書に該当するときは、そ

の旨 

⑾ その他規則で定める事項 

２ 前項の規定は、法第７４条第２項第１号から第８号まで及び第１０号に掲げる個
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人情報ファイルの保有については、適用しない。 

３ 組合の機関は、第１項に規定する事項を届出した個人情報ファイルについて、当

該組合の機関がその保有をやめたときは、遅滞なく、管理者に対しその旨を届け出

なければならない。 

（開示決定等の期限） 

第４条 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならない。

ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、組合の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この

場合において、組合の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

から４５日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著し

い支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、組合の機関は、

開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。こ

の場合において、組合の機関は、前条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対

し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 （保有個人情報の開示の際の本人確認） 

第６条 保有個人情報の閲覧又は保有個人情報の写しを直接交付する方法により開示

を受けようとする者は、法第７７条第２項の開示請求に係る保有個人情報の本人で

あること又は法第７６条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る
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保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければ

ならない。 

（開示請求に係る費用負担） 

第７条 法第８７条第１項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当

該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の写しの交付を行う組合の機関は、法第

７６条の規定により保有する特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。）の開示の請求を受ける場合において、当該特定個人

情報に係る本人が、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは当該特定個

人情報の写しの作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。 

（開示請求に係る手数料） 

第８条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とす

る。 

（鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第９条 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取

扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認め

るときは、鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成

１７年鳥取県東部広域行政管理組合条例第２号）第１条に規定する鳥取県東部広域

行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

⑴ 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

⑵ 前号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細

則を定めようとする場合 

（運用状況の公表） 

第１０条 管理者は、毎年１回、この条例による個人情報保護制度の各組合の機関及

び議会における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。 
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（規則への委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合個人情

報保護条例（以下「改正前の条例」という。）第３条第２項の規定により職務上知

り得た改正前の条例第２条第２号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」とい

う。）又は第１２条第２項若しくは第１３条第２項の規定による業務に関して知り

得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら

ない責務については、なお従前の例による。 

⑴ この条例の施行の際現に改正前の条例第２条第１号に規定する実施機関（以下 

「旧実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行の日（以下「施行 

日」という。）前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前におい 

て旧個人情報の取扱いに従事していた者 

⑵ 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う事務に係る業務の

委託を受けた者及び当該委託を受けた業務に従事していた者 

⑶ 施行日前において指定管理者及びその管理する公の施設の管理の業務に従事し

ていた者 

３ 施行日において組合の機関が保有している個人情報ファイルについての第３条第

１項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有して

いる」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。 

４ 施行日前に改正前の条例第１４条、第２４条又は第２９条の規定による請求がさ

れた場合における改正前の条例第２条第５号に規定する保有個人情報（以下「旧保
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有個人情報」という。）の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例によ

る。 

５ この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくは施行日前において旧

実施機関の職員であった者又は第２項第２号及び第３号に掲げる者が、正当な理由

がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集

合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計

算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一

部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、２年以下

の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

６ 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報を施行日後に自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以

下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

７ 前２項の規定は、組織市町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用

する。 

８ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正に伴い、所要

の整理を行うためである。 
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７ 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部 

改正について≪議案第７号≫（案） 

 

 

議案第  号 

   鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部 

改正について 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のよう

に改正する。 

  令和  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部 

を改正する条例 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年鳥取

県東部広域行政管理組合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「又は鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例（平成１７年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第１号。以下「保護条例」という。）第２条第１号に規定

する実施機関」を「に規定する実施機関をいう。以下同じ。）、組合の機関（鳥取県

東部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年鳥取県東部広

域行政管理組合条例第 号。以下「保護法施行条例」という。）第２条第１項に規定
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する組合の機関」に改め、「以下同じ。）」の次に「又は議会」を加え、「審議を」

を「審議し、答申を」に改め、同条第２号から第４号までを削り、同条第５号中「保

護条例第３４条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１

０５条第３項において準用する同条第１項」に改め、同号を同条第２号とし、同条に

次の３号を加える。 

⑶ 保護法施行条例第９条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門

的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な事項 

⑷ 鳥取県東部広域行政管理組合議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年鳥

取県東部広域行政管理組合条例第 号）第４５条に規定する審査請求に関する事

項 

⑸ 鳥取県東部広域行政管理組合議会の個人情報の保護に関する条例第５０条に規

定する個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要な事項 

第６条第４項中「第２条第２号から第４号まで」を「第２条第３号及び第５号」に

改める。 

第７条第１項中「実施機関」の次に「、組合の機関又は議会」を加え、「諮問実施

機関」を「諮問実施機関等」に改め、同条第２項から第４項までの規定中「諮問実施

機関」を「諮問実施機関等」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合情

報公開・個人情報保護審査会条例第２条第２号から第５号までに掲げる事項の諮問

がされた場合における同条の規定による調査及び審議並びに答申については、なお

従前の例による。 
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提案理由 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の一部改正及び鳥取県東

部広域行政管理組合個人情報保護条例(平成１７年鳥取県東部広域行政管理組合条例

第１号)の全部改正に伴い、所要の整理を行うためである。 
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８ 鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の 

条例の制定について≪議案第８号≫（案） 

 

 

議案第   号 

   鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正 

する等の条例の制定について 

 鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条

例を次のように制定する。 

  令和  年  月  日提出 

鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

   鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正 

する等の条例 

 

 （鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例（昭和５９年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「第２２条

の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２

８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７」に改める。 

  第２条の見出し中「鳥取市職員の定年等に関する条例の」を削り、同条中「関し
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て」を「ついて」に改め、同条後段を削る。 

（鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例（昭和４６年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「職員の意に反する降給の事由並びに」及び「の手続及び効果」を削

る。 

 （鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例の一部改正） 

第３条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例（昭和５３年鳥取

県東部広域行政管理組合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（鳥取県東部広域行政管理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改 

正） 

第４条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和

５３年鳥取県東部広域行政管理組合条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「必要な事項を定める」を「規定する」に改める。 

  第３条中「１月以上６月以下給料」を「１日以上６月以下の期間、その発令の日

に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額」に改め、同条に後段として次の

ように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当

の合計額の１０分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとす

る。 

  第４条第２項中「、職務に」を「職務に」に改める。 

（鳥取県東部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部 

改正） 

第５条 鳥取県東部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（平成１７年鳥取県東部広域行政管理組合条例第９号）の一部を次のように改正す
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る。 

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（鳥取県東部広域行政管理組合職員の再任用に関する条例の廃止） 

第６条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の再任用に関する条例（平成１４年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第１号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（鳥取県東部広域行政管理組合職員の福祉制度に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第２条 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年

改正法」という。）附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項から第４項ま

での規定により採用された職員は、第３条の規定による改正後の鳥取県東部広域行

政管理組合職員の福祉制度に関する条例第２条に規定する地方公務員法第２２条の

４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用

する。 

（鳥取県東部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

改正に伴う経過措置） 

第３条 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項から第４

項までの規定により採用された職員は、第５条の規定による改正後の鳥取県東部広

域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第３条に規定する地方

公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、

同条例の規定を適用する。 

 

 

提案理由 
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 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に伴い、職員の定年引上げ等

に関して所要の整備を行うためである。 
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９ 鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の選任について≪議案第９号≫（案） 

 

 

議案第  号 

 鳥取県東部広域行政管理組合監査委員の選任について 

次の者を鳥取県東部広域行政管理組合監査委員に選任することについて同意を求め

る。 

  令和  年  月  日提出 

 

鳥取県東部広域行政管理組合 

管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

１ 住  所 

２ 氏  名 

３ 生年月日 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により同意を得る

ためである。 
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【４】そ の 他 

［１］今後の行事予定について 

 

日 時 会議名等 場 所 備 考 

1月 30日（月） 10:00～ 議会運営委員会 鳥取市役所 会議室  

2月 6日（月） 

2月 7日（火） 

10:00～ 

10:00～ 
議会定例会 鳥取市役所 議場 正副管理者出席 

 

 

［２］その他 

41




